小樽市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱

第１　目　的

この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号）第23条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)(以下これらを「運営基準」という。)に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)から介護サービス提供中等に事故が発生した場合、速やかに小樽市へ報告が行われ、再発防止に資することを目的とする。

第２　事故の範囲

　報告すべき事故の範囲は、原則として次のとおりとする。

１　事業者及び役職員に関するもの

（1） 不適切な会計処理

（2） 不法行為等

２　利用者の処遇等に関するもの

（1） 虐待等の不適切な処遇

（2） 利用者の無断外出・行方不明

（3） サービス提供中の事故

①死亡事故のほか、転倒、転落、体位交換、接触等に伴う骨折並びに出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤投薬等で医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)又は入院した場合とする。(原因不明のケガも含む。)

ただし、薬の誤投薬等については、医療機関への受診等の有無は問わない。

②事業者側の責任や過失の有無は問わない(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も含む。)。

③送迎及び通院中の事故等も含む。

３　食中毒、感染症、結核及び疥癬

　　感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」(平成10年法律第114号)第6条に規定するもののうち、原則として1類感染症から5類感染症（5類感染症の定点把握感染症を除く。）、指定感染症及び新感染症をいう。

４　職員(従業員)の法令違反及び不祥事等利用者の処遇に影響があるもの

５　その他

（1） 震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故

（2） 事件報道が行われた場合等

　（３）市が特に報告の必要性があると判断した場合

第３　報告対象者

報告対象者は、次に掲げるとおりとする。

１　事業所又は施設所在地が小樽市内の場合は、すべての介護サービス利用者について報告対象とする。

第４　報　告

　事業者は、第2に定める事故が発生した時は、速やかに当該利用者の家族当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、小樽市に事故報告書（様式1)及び事故処理の進捗状況に応じ、事故経過兼最終報告書(様式2)により次の各号に掲げる報告を行うものとする。ただし、様式1及様式2にある報告事項が明記されている書式であれば、代替えして差し支えないものとする。

１ 事故発生後、事故報告書(様式1)により速やかに事故報告を行うものとする。

２　事故処理が長期化する場合は、適宜、事故経過報告書兼最終報告書(様式2)により途中経過を報告するものとする。

３　事故処理が済み、事態が終結した場合は、事故経過報告書兼最終報告書（様式2)により最終報告をするものとする。

第５　対　応

小樽市は、前条に掲げる報告を受けた場合は、必要時事故に係る状況を把握するとともに、当該事業所の対応状況に応じて必要な対応を行うものとする。事故への対応に当たって小樽市は、必要に応じて、北海道等と連携を図るものとする。

第６　事故対策

事業者は、運営基準に基づき、事故防止に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行わなければならない。

１　事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従業員)への周知

２　発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

３　前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

附　則

この要綱は、平成17年 6月 1日から施行する。

平成19年 4月 1日一部改正

　　　　　　　平成19年12月21日一部改正

　　　　　　　平成20年 4月 1日一部改正
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